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「第７期藤枝市障害福祉計画・第３期藤枝市障害児福祉計画」（案）

パブリックコメントの結果

（１）意見提出者の数　　　　　　　 2

案件名

「第７期藤枝市障害福祉計画・第３期藤枝市障害児福祉計画」（案）に対し、ご意見をいただ
きありがとうございました。
提出された意見の内容（要約）及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。

意見の反映状況一覧

№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

1

（５）その他（質問含む）　　　　　　

2

グループホーム等の充実につい
て記載があるが、「入所や入院
から地域生活への移行」という
記載がある。障害が重い方をグ
ループホームへの移行を進めて
いくとあるが、割と障害が軽い
方にも、必要なのではないか。
特別支援学校を卒業する方な
ど、若い方の中で、訓練すれば
一人で生活出来る方はいると思
う。その訓練の場という意味の
グループホームがあれば、将来
の選択肢が増えるのではと思
う。

本計画のP35、②共同生活援助（グ
ループホーム）の「イ．見込量確保の
ための方策」において、「福祉施設入
所者が地域移行するためや、病院に入
院していた障害のある人が退院する際
の受け皿、または、自立した生活を目
指すための訓練等、将来的な生活を支
えていくため、障害の程度に関わら
ず、安心して地域で生活できるよう施
設整備を支援します。」と修正しま
す。

意志決定後の計画、策定案の内容

反映した意見

1

障害のある方で、働きに出てい
る方もたくさんいるが、社会参
加が難しい方も多くいる。そう
いった方々のきっかけづくりは
これから大切になっていくと思
う。

地域生活支援センターの基本事業にお
いて「対人関係構築のための支援、地
域交流の場を提供する事業」、「創作
的活動又は生産活動の支援をする事
業」という事業があり、その中で社会
参加のきっかけづくりとなる活動も
行っています。そういった活動や地域
活動支援センターの周知に努め、一人
でも多くの方の社会参加等のきっかけ
づくりの場となれるよう取り組みま
す。

既に盛り込み
済みの意見
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意見公表場所
市ホームページ・市役所行政情報コーナー・市民活動団体支援室・岡
部支所・文化センター・各地区交流センター・障害福祉課

担　　当　　課

藤枝市健康福祉部障害福祉課障害者総合支援係　（担当者　大場・中川）

電話 054－643－3149

電子メール shougai@city.fujieda.shizuoka.jp


